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笑顔で明るい未来に向かって！
ご卒業おめでとうございます。小学校生活最後の日、
皆さんの堂々とした姿に胸がいっぱいになりました。
これから先も、すべての出会いに感謝し、自分らしく
歩んでいってください。いつまでも応援しています。
　       　　　　  友枝小学校 ６年担任　伊東 美晴
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新しい夢に向かって
KOGE Nice person!

この春、町内の小・中学校を
卒業した5人をご紹介します。上毛中学校３年

吉元 琥太郎さん

唐原小学校６年

垣副 心音さん

　私は、３年間の中学校生活を通して、努力することが大切だと
思いました。私は、野球に全力で打ち込み、県大会ではベスト８と
いう結果を残すことができました。バットを振ったり走り込んだ
り、きつい練習を乗り越えてきました。また、キャプテンとして
チームを率いた経験から、責任感と仲間の大切さを学びました。
この経験を活かして高校でもさらに成長し続けたいと思います。

高校でもさらに成長し続けたい
　私はいつも、人と自分を比べてしまい、自信がもてませんでした。
自分のことを好きになれない時もありました。でも、そんな私に先
生は、「やればできる」と言い、努力するところをほめ続けてくれま
した。そして、マザーテレサの「あなたはあなたであればいい」とい
う言葉を知り、今のままの自分でも大丈夫だと思えるようになりま
した。先生が信じてくれた私を、これからは私自身も信じて、中学校
に行っても自分らしく一歩ずつ歩んでいきたいです。

あなたはあなたであればいい

友枝小学校６年

常慶 志歩美さん

　私の将来の夢は、たくさんの人の命を救
う看護師です。「困っている人の力になりた
い。」そう思ったことがきっかけです。しか
し、看護師の仕事は人の命に関わるため大
変で責任が重い仕事だという不安もありま
した。そんな時に、委員会活動を思い出しま
した。最初は、何をしたら良いのか分からな
かったり、失敗することもあったりしたけ
れど、友達や先生に教えてもらって取り組
むうちに、だんだんできるようになりまし
た。自分にも自信を持つことができるよう
になり「挑戦する」ことの大切さを学びまし
た。どんなことにも前向きに取り組むこと
で、挑戦して良かったと思えるようになり、
「やってみる」という言葉を大切にしてきま
した。やってみることで自信がつき「やって
みよう」と思える自分になりました。これか
らも、どんなことにも「挑戦」して、たくさん
の人を笑顔にできる看護師になれるように
がんばります。

　将来、僕は、困っている人を助けられ
る存在になりたいです。そう思った
きっかけは、まだ困っている人が世界
中にたくさんいると知ったからです。6
年生の学習で、戦争のことについて学
びました。現在も戦争をしている国が
あると聞いて、自分たちは平和でも、平
和に過ごせていない人がいると気づき
ました。そこで、まずは、困っている友
だちから助けることが大切だと考えま
した。中学校生活では、一人で悩んでい
る友だちの話を聞いたり、問題を一緒
に解決したりして、友だちを助けられ
る存在になりたいです。そして、自分も
周りも平和で笑顔あふれる中学校生活
を送りたいです。

　私の将来の夢は、公務員として役場で働き、町の
魅力を多くの人に伝えることです。私がそう思っ
たきっかけは、「バンコク友好の翼」でタイのホー
ムステイに行ったことです。そのとき、役場の方が
私たちに優しく声をかけたり、体調を気遣かった
りしてくれました。その姿を見て、私も周りの人を
思いやり、みんなの役に立てる人になりたいと思
いました。また、私は児童会長として学校のみんな
の意見を聞き、よりよい学校にするために活動し
てきました。その経験から、人の役に立つことの大
切さや、みんなのために行動することのやりがい
を感じました。公務員は多くの人の生活を支え地
域のために働くことができる仕事だと思います。
町の人たちの声を聞きながら、よりよい町づくり
に関わることができるところにも魅力を感じまし
た。私は、たくさんの魅力がある上毛町が大好きで
す。その上毛町の魅力を多くの人に伝えたいと思
いました。これからも人を思いやる気持ちを大切
にし、みんなから信頼される人になりたいと思い
ます。そして、今までお世話になった上毛町に恩返
しをしたいです。

困っている人の力になりたい

西吉富小学校６年

黒土 蒼羽さん

友だちを助けられる存在に

南吉富小学校６年

園田 琉夏さん

上毛町に恩返しを
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令和８年度施政方針と予算

収入 481万円
借金 12万円
貯金取り崩し 62万円

生活費 500万円
借金の返済(利子含む） 36万円
貯金 19万円

総収入 555万円

現在の貯金額 983万円
現在の借金額 268万円

総支出 555万円

1年後の貯金額 940万円
1年後の借金額 244万円

　令和８年第１回議会定例会におきまして、令和８年度当初予算が可決されましたので、その概要と施政方針などについてお知らせいたします。
　上毛町では「第２次上毛町総合計画」及び「上毛町まち・ひと・しごと創生総合戦略」と連携し、地域の将来を描くグランドデザインを策定しています。
この計画を実現するため、令和８年度当初予算では「上毛流バックキャスティング」に基づき事業を実施してまいります。目指すべき「上毛町未来予想
図」を描き、その未来から現在に遡って必要な施策を逆算して展開し、2040年人口１万人に向けて様々な施策を効率的・効果的に展開していきます。
　本年度の一般会計予算総額は55億4,800万円で対前年度比4.1％減（２億3,800万円減）となりました。人口増加に向けた取り組みとして、トライアル
上毛店の立地により高まる住宅需要に対応するため、新たな住宅地の整備を進めるとともに、町産材（京築ヒノキ）を使った新築住宅の建設に対し補助
金を交付する地域産材活用促進事業を開始します。また、子育て環境の充実を図るため、令和８年10月から高校生世代までの子ども医療費を無償とす
るとともに、小中学校の給食費を無償とする支援策を引き続き実施します。高齢者福祉の充実を図る取り組みとしては、介護予防教室事業を拡充すると
ともに、フレイル対策事業や配食サービス事業等により、住みやすい町づくりを推進します。交流人口増加及び観光振興の取り組みとしては、大池公園
の目的地化やふるさと納税の返礼品開発も視野に入れた大池公園飲食施設等整備事業を開始し、新たな賑わいを創出していきます。

　町では、町民一人ひとりが
「この町で暮らして良かった」
と実感できる豊かな環境を整
えることを目指しています。そ
のために令和８年度の予算を
活用し、その基盤づくりを進
め、次の世代へのバトンを可能
な限り最上位で受け渡しでき
るよう邁進してまいります。

町 長　坪根  秀介

令和８年度 上毛町の予算歳　出 歳　入一般会計　55億4,800万円
令和７年度：57億8,600万円 前年度比：2億3,800万円の減

特別会計

議会費

主要事業
6万円の増前年度比

前年度比

前年度比

前年度比

前年度比

前年度比

前年度比

前年度比

前年度比

前年度比

前年度比

前年度比
前年度比

前年度比

前年度比

前年度比

前年度比

前年度比

前年度比

前年度比

国民健康保険

簡易水道事業
農業集落排水事業

令和７年度
  10億1,159万円
  9億8,971万円

令和８年度

後期高齢者医療

7億8,805万円

1億8,984万円
8億　937万円

1億6,944万円
3,370万円
1,090万円

（＋0.1％）
正副議長室・議員控室内扉等修繕費

総務費 庁舎等の維持管理、企画、交通安全、選挙、課税等に係る経費

1億2,128万円の減（△10.2％）
公金収納デジタル化対応システム改修業務               
移住定住支援事業               
第3次上毛町総合計画及び第3期上毛町               
まち・ひと・しごと創生総合戦略策定事業               
基幹系システム機器更新事業             
大平支所照明LED化事業
ふるさと納税事業                                             

敬老事業               
携帯型緊急通報装置貸与事業              
配食サービス事業               
障害者計画等策定業務              
放課後児童クラブ事業
子ども医療対策事業
乳児等通園支援事業（こども誰でも通園制度）                             

上毛産品プロモーション事業               
活力ある高収益型園芸産地育成事業               
農村環境整備事業（吉岡地区水路改修工事）
上毛町地域産材活用促進事業               
荒廃森林整備事業                                           

学校のあり方検討事業               
南吉富小学校トイレ改修事業               
学校給食費助成事業               
学校給食生活支援臨時交付金事業               
上毛中学校トイレ改修事業               
ネットワーク環境改善事業               
少年海外体験学習事業                                                            

伴走型相談支援事業               
包括連携協定事業（中村学園大学）               
小児AYA世代がん患者在宅療養生活支援事業               
ごみ処理施設整備事業（中津上毛環境事務組合）              
住宅用エネルギーシステム設置事業               
生活用水給水施設整備事業               
浄化槽設置整備事業                                             

14,514千円
20,672千円

11,827千円
35,640千円
13,343千円
149,877千円

385千円

3,632千円
621千円
324千円
9,150千円
4,000千円
3,900千円
26,640千円

14,451千円
297千円
8,025千円
5,630千円
76,579千円
36,196千円
1,088千円

900千円
356千円
4,345千円
15,000千円
5,470千円

1,500千円
20,000千円
6,000千円

地域振興イベント支援事業
上毛町プレミアム商品券事業
創業促進支援等助成金事業             

273千円
55,310千円
26,318千円
14,635千円
7,392千円
1,878千円
19,875千円

73,750千円
32,800千円
36,950千円

民生費 児童福祉、老人福祉等に係る経費

1億1,295万円の増（＋6.6％）

農林水産業費
716万円の減

　　　　　道路新設改良事業
　　　　　黒川河川公園人道橋架橋事業
　　　　　大池公園飲食施設等整備事業                            

26,600千円
7,500千円

　　　　　消防車両購入事業
　　　　　地域防災計画更新事業

750千円　災害時応急対策業務事業

商工費

土木費 道路、河川、公園、町営住宅等の整備・維持管理に係る経費

2,440万円の増 （＋8.7％）

消防費 町民の安全を守る消防・防災に係る経費

1億2,370万円の減（△34.1％）

町税 町民の皆さまから納められる税金
（住民税、固定資産税、軽自動車税、たばこ税、入湯税など）

1,200万円の増 （＋1.8％）

1億4,800万円の増（＋6.8％）

地方交付税 国税である所得税、法人税、酒税、消費税及び地方法人税
から一定の基準に基づき国から交付されるお金

（△4.1％）

国庫支出金 町が行う特定の事務・事業に対し、国から交付
される負担金や補助金など

1億3,037万円の減（△17.6％）

県支出金 町が行う特定の事務・事業に対し、県から交付される
負担金や補助金など

2,163万円の増 （＋5.7％）

前年度比

寄附金 ふるさと納税制度による寄附金など

10万円の減 （±0.0％）

繰入金 基金の取り崩しにより一般会計へ繰り入れるお金など

8,200万円の減 （△11.7％）

町債 町が事業を行う際、財源の不足を補てんするために借りるお金

（一般会計ベース）

2億2,040万円の減（△65.2％）

使用料及び手数料 町営住宅、施設使用料、ゴミ処理手数料、
住民票交付手数料など

441万円の減 （△12.2％）

分担金及び負担金 保育料、福祉サービス利用負担金など

268万円の減 （△15.9％）

教育費
学校教育、社会教育、社会体育、国際交流、文化財保護、
保健体育施設の管理運営等に係る経費

1億2,862万円の減 （△16.3％）

災害復旧費 農地、水路及び道路等の災害による
復旧に係る経費

±0 （±0.0％）

住民一人あたり　139万円 住民一人あたり 38万円

上毛町の一般会計予算を1/1000に縮小して
シミュレーション

公債費 町が借り入れたお金の返済に係る経費

2,109万円の増 （＋6.3％）

（＋5.6％）
諸支出金

上毛町の貯金と借金 （令和8年3月31日現在）

上毛太郎さんの一年間の家計簿（予定）

町の貯金等に積み立てる経費

1,025万円の増

衛生費 健診等の健康対策、環境衛生（ごみ処理等）に係る経費

商工会への補助金等、商業や工業の振興に係る経費

2,432万円の減 （△4.2％）

農業委員会の運営、農林業の振興に係る経費

（△3.4％）

160万円の減 （△2.6％）

議会費7,528万円（1.4％）

総務費
10億7,258万円
（19.3％）

民生費
18億2,538万円
（32.9％）

衛生費5億5,037万円（9.9％）

農林水産業費
2億217万円（3.6％）

商工費5,902万円
（1.1％）

土木費
3億431万円
（5.5％）

公債費3億5,599万円（6.4％）

諸支出金1億9,204万円（3.5％）

消防費
2億3,866万円
（4.3％）

教育費
6億6,095万円
（11.9％）

災害復旧費637万円（0.1％）

予備費488万円（0.1％）

（　）は構成比 （　）は構成比

歳 出

町債 1億1,760万円
（2.1％）

地方譲与税及び
その他交付金
2億1,755万円（3.9％）

地方交付税
23億2,800万円
（42.0％）分担金及び負担金 

1,418万円（0.2％）

使用料及び手数料 
3,178万円（0.6％）

国庫支出金
6億1,144万円（11.0％）

県支出金   
4億303万円
（7.3％）   

繰入金6億1,900万円
（11.2％）

諸収入 9,428万円（1.7％）
寄附金 3億円（5.4％）
その他 1億1,777万円（2.1％）

町税
6億9,337万円
（12.5％）

98億2,564万円 26億7,853万円

歳 入

住宅用地造成事業

企業会計 令和７年度
  2億6,112万円
  4億2,937万円

令和８年度

9,702万円

1億6,410万円
9,536万円

3億3,401万円

※予算額は、収益的支出と資本的支出の合計額

主要事業

主要事業

主要事業

=新規事業

主要事業

主要事業

主要事業

主要事業

主要事業

新 =拡充事業拡

議員の報酬、職員の給与及び議会運営等に必要な経費

1億 2億 7億 ８億

1億 2億 3億

新

新

新

新

新
拡

拡

新
新

新
新
新

新
新
新

新

新
新

新
新

新
新

新
新

新
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１．現に同居し、または同居しようとする親族があること。
２．収入月額が158,000円以下であること。
　 ※高齢者、障がい者世帯、中学生以下の子どもがいる
　　世帯の場合は、収入月額214,000円以下
　 ※収入月額＝（世帯全員の年間総所得－扶養家族の      
　     諸控除等）÷12ヶ月
３．現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。
４．国税、地方税などを滞納していない者であること。
５．暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第
　　２条第６号に規定する暴力団員でないこと。
　（同居または同居しようとする親族も含む。）

町営住宅入居者募集

申問 申問

団地名・場所
募 集 戸 数

家 　　 賃

入居予定日

所定の算出方式による

新池団地（上毛町垂水1764） 1戸
緒方団地（上毛町緒方387-1） 1戸

選考または抽選

　会計年度任用職員とは、一般職の非常勤の職とし
て、一会計年度の期間を範囲として任期が設定される
職員をいいます。

■入居者の決定方法

令和８年６月２日から令和９年３月31
日まで

■任用期間

週５日（月～金）（６時間45分／日）■勤務日数
上毛町水防センター■勤務場所
庶務および窓口対応■業務内容
月額 170,535円■報　　酬

４月１日（水）～24日（金）
８:30～17:15（土・日を除く）

■受付期間

申込書を総務課に提出してください。
郵送可。ただし、４月24日（金）必着

※募集案内・申込書は、総務課
　に用意しています。
　また、町ホームページから
　ダウンロードできます。

■申込方法

なし■応募資格

書類選考または面接試験■選考方法

■申込受付期間

■入居者資格
　（上毛町営住宅条例第５条及び第６条、同条例施行規則
　 第２条による）

　入居を希望される方は期限内に住民課にお申し込
みください。

住民課　住民福祉係  ☎ 72-3116（内線142） 総務課　総務係  ☎ 72-3111（内線113）

5月１日（金）

４月１日（水）～15日（水）
8:30～17:15（土、日を除く）

上毛町職員人事異動 （令和８年4月1日付）

◎住民課

長寿福祉課福祉医療係主事→高橋　望

係長

係長

係長

友松　円
小𠩤　翔子

教務課社会教育係主事補

新規採用

新規採用

新規採用

新規採用
住民課住民福祉係主事→

総務課総務係主事補
総務課付主事

淺倉　楓
深田　歩夢

主事補

主事補

企画開発課開発交流係主任主事→ 企画開発課企画情報係主任主事
企画開発課企画情報係主事

総務課総務係主事補→

子ども未来課子育て支援係長→

黒川　稔
主事

企画開発課開発交流係主事補

入江　貴信

石橋　華

末松　直幸

教務課社会教育係主事→
福岡県実務研修生主事→

有野　宏 建設課上下水道係長→

沼野　華衣
森　　青空

長寿福祉課福祉医療係主事
長寿福祉課福祉医療係主事
長寿福祉課福祉医療係主事補

子ども未来課子育て支援係長
子ども未来課町民健康係主任主事

税務課税務係主事補

住民課生活窓口係長

主事補

主事補

◎総務課

◎企画開発課

◎長寿福祉課

◎子ども未来課

◎産業振興課

◎建設課

◎教務課

◎退職者

◎税務課
主事補

主事補

主事
主事

主任主事

主任主事

主事

総務課総合窓口係主査→

住民課生活窓口係長→

岩井　英樹

恵良　俊輝

住民課住民福祉係主査主査

産業振興課農地係長

係長 森口　泰成 企画開発課企画情報係主査→

係長 林　　充彦 産業振興課農地係長→
秋吉　純汰

住民課調整監 円入　忠義

税務課税務係主事補→

建設課上下水道係長

教務課文化財係長

後藤　大喜 新規採用 産業振興課農地係主事補

会計年度任用職員募集
● 一般事務補助職員【１人】

幼い頃からお世話になっている上毛町で働
けることを嬉しく思います。経験を活かし、
地域の皆さまの健康を支えてまいります。

4月から上毛町役場で働かせていただくこ
とになりました。町民の皆様が安心して暮ら
せるまちづくりを目指し尽力して参ります。
よろしくお願いします。

上毛町の新規採用職員として働くこと
になりました。感謝の気持ちを大切に
し、町の発展に貢献できるように頑張
ります。

このたび上毛町役場で働かせていただくこ
とになりました。町民の皆さまに寄り添い、
信頼される職員を目指して日々努力してま
いります。

4月から上毛町職員として働くことになりま
した。この町がより活性化できるように日々
努力していきます。よろしくお願いします。

新規採用職員
上毛町

問

実施期間

銃による有害鳥獣捕獲実施期間

４月１日（水）～令和９年３月31日（水）

４月１日（水）～10月14日（水）
10月15日（木）～令和９年３月31日（水）

　この期間内には銃による有害鳥獣捕獲も実施しま
す。安全には十分注意をしておりますが、事故防止のた
め、山に入る際には、十分お気をつけください。
　なお、日曜日の一斉捕獲は例年どおり、カラス・ドバ
ト・シカ・イノシシを対象に駆除を行います。その際に
は無線放送であらかじめお知らせします。
※カラスが多く発生している場合でも近くに人家があ
　れば、安全確保の点から、銃による駆除を実施できま
　せんので、皆様のご理解をお願いします。

　総務省と経済産業省は、６月１日現在で、「令和８年
経済センサス-活動調査」を実施します。

上毛町捕獲員による有害鳥獣
捕獲の実施期間 令和８年経済センサス-

活動調査にご協力ください！

（土、日、祝日のみ）
（随時）

産業振興課　農政係 ☎ 72-3151（内線189） 問 総務課　総合窓口係 ☎ 72-2111（内線316）

皆様の調査へのご理解・ご回答
をよろしくお願いします。
※「令和８年経済センサス-活動調査」は、「統計法」に基づく
　基幹統計調査で、調査に回答する義務（報告義務）がありま
　す。また、調査関係者が調査内容を他にもらすことや、調査
　内容を統計作成目的以外（税金の徴収など）に使うことは、
　統計法により固く禁じられています。

※支社・支所をもつ企業や規模の大きい事業所などには
　「直轄調査」という別の方法で調査を実施します。

万が一、イノシシなどの野生動物を発見した際

は、むやみに近づいたり、攻撃したりせず、すぐ

に建物内に避難してください。

全国のすべての事業所及び
企業が対象になります。

インターネットでご回答をお願いします

支所を有さない比較的小規模な事業所や個人経
営の事業所へは次の方法で調査書類・調査票を
お届けします。
① 4月からインターネット回答用の書類を郵送
② インターネット未回答などへの事業所へは5月
　 に調査員が紙の調査票を配付
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軽自動車税の減免申請について

● 縦覧制度

問 申問税務課　税務係　  ☎ 72-3113（内線135・137）

申問 税務課　税務係   ☎ 72-3113（内線136）

申問 産業振興課　農政係  ☎ 72-3151（内線189）

申問 企画開発課　開発交流係  ☎ 72-3112（内線127）

住民課　住民福祉係  ☎ 72-3116（内線147）

　森林環境の保全、森林の整備及びその促進を図るとともに、地域産材である京築ヒノキの地産
地消による活用促進及び安定的な木材需要の確保を行い、林業及び地域経済の活性化を目的に、
上毛町産材を使った住宅を新築する方に対して、補助金を交付します。

上毛町産材活用促進事業費補助金

上毛町地域振興イベント補助金

補助金額

注 意 点

申請に必要なもの

申請に添付が必要な書類
①補助対象住宅完成後、速やかに入居し、5年以上定
　住する方。
②町内に住民登録されている方、もしくは町外の住
　民であって住宅を新築することに伴い、町内に住
　民登録される予定の方。

①活動が継続的に行われる団体。
②自らが事業主体となり、企画した事業などを完了
　するまで責任を持って遂行できる団体。

申請書に必要事項を記入し、事業計画、団体
概要調書、収支予算書などの書類を添付し、
企画開発課まで提出してください。

着工後の申請は対象になりません。また、施工業者との契約、施工管理などは申請者の方が
責任をもって行っていただく必要があります。

※補助金の総額が予算額に達した時点で受付終了となります。

町内に自らが居住する補助対象住宅の新築を行う
方であって、次の要件を満たす方。

補助金を受けようとする方は必ず工事着工前に補助金の申請をしてください。

６月１日（月）まで

※従来の運転免許証はこれまで通り使用可能です。

補助対象者

上毛町産材の使用量1㎥当り100,000円（上限額：1,500,000円）

対象経費

※イベント運営など主催者に直接関わる報酬・日当・交通
　費、懇親会などの飲食に係る経費などは補助対象外と
　なります。詳細はお問い合わせください。

※詳しくは町ホームページをご覧ください。

事業に直接要するもので必要最低限の経費

補助金額
※補助対象経費×1/2以内
上限額：300,000円

申請方法

次のすべてに該当する団体

受付期間 6月1日（月）～12月25日（金）

上毛町の地域活性化を目的としたイベントに対し
経費の一部を補助します

①上毛町産材（上毛町内の森林から産出されたヒノキ
　の原木を上毛町内で製材されたもの）を3㎥以上使用
　するもの。
②上毛町産材出荷証明書を提出できるもの。
③補助金申請書を提出する日の属する年度の3月31日
　までに完成するもの。

①上毛町内で同規模、同程度のイベント開催実績があ
　る団体が主催する事業。
②上毛町内で実施する事業。
③補助対象経費の総額が60万円以上の規模である事業。
　など

町内において、新たに上毛町産材を使用して建築した
住宅（店舗併用住宅を含む）で、次の要件を満たすもの。

補助対象住宅

対　象 対象事業
　障がいのある方が所有または使用する車両などに
ついて、軽自動車税を減免することができる制度があ
ります。

障がいのある方が所有する車両
障がいのある方のために運転する車両（生計同一の方）
※障がいの等級や車両の使用目的などについて対象要
　件があります。

※運転免許証について、令和７年３月からマイナン
　バーカードと運転免許証の一体化の制度が始まり
　ました。
　免許情報が記録されたマイナンバーカード（マイナ
　免許証）の券面には免許情報が記載されません。
　免許情報を確認するため、減免申請時に従来の運
　転免許証に代えて、マイナ免許証を提示する場合　
　は、下記のいずれかの方法により対応してください。

■対象となる車両

■申請期限

障がい者手帳等
運転免許証（運転する方のもの）
納税義務者のマイナンバーが確認できるもの

税務課窓口でのマイナ免許証読み取りアプリの免
許情報の画面提示
マイナ免許証の新規取得、更新時等に交付される
「免許情報記録確認書」を添付
マイナポータルの免許情報の画面を印刷したもの
を添付
マイナ免許証読み取りアプリの免許情報の画面（氏
名など表示有のもの）を印刷したものを添付　

減免申請は毎年必要となります。
対象となる車両は、障がいのある方1人につき1台に
限ります。（普通自動車との重複減免はできません）
自動車税（普通自動車）の減免については、行橋県税
事務所（TEL 0930-23-2216）にご確認ください。

　被災した車両、車いす昇降装置等装着車両、生活保護受
給の方または社会福祉法人などが所有する車両などにつ
いて、軽自動車税を減免することができます。
　詳細は下記までお問い合わせください。

■留意事項

・・

・

・・
・

・

・
・
・
・

・

　この制度は、固定資産税の納税者自身が固定資産の価
格が適正であるかどうかを確認するために、他の土地・
家屋の価格と比較ができるように行われるものです。

４月１日（水）～６月１日（月） 
8:30～17:15（土・日・祝日を除く）

土地価格等縦覧帳簿：所在地番、地目、地積、評価額
家屋価格等縦覧帳簿：所在地、家屋番号、用途、構造、
　　　　　　　　　 床面積、評価額

■縦覧期間

税務課■縦覧場所
■縦覧できるもの

土地または家屋の固定資産税納税者、納税管理人、納
税者から委任された人
※委任された人は本人確認ができるものと委任状を
　お持ちください。

■縦覧できる人

　令和８年度における固定資産税は、令和８年１月１日
現在の状況により課税されますので、令和７年中に土地
の地目や地積が変更となった場合は、変更後の内容によ
り課税されることになります。
　特に、農地（田・畑）や山林から、宅地や雑種地に地目
が変更となる場合は、課税の基礎となる評価額が高くな
るため、固定資産税の額も上がることになりますのでご
留意ください。
※農地の転用許可を受けた場合や、太陽光発電設備の
　用地は雑種地または宅地での評価となります。

　日本国内に住むすべての人は、20歳になった時から
国民年金の被保険者となり、保険料の納付が義務づけ
られていますが、学生については、申請により在学中
の保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」が
設けられています。
　この制度を利用することで、将来の年金受給権の確
保だけでなく、万一の事故などにより障害を負ったと
きの障害基礎年金の受給資格を確保することができ
ます。保険料を納められないときは必ず手続きをして
ください。

　なお、すでに学生納付特例制度により保険料納付を
猶予されている方で、引き続き在学予定の方は、「国民
年金保険料学生納付特例申請書」が4月1日以降に送付
されますので、必要事項を記入してポストに投函する
ことで申請することができます。
※但し、前年度の申請時期に
　よっては届かないことがあ
　り、その場合は、窓口で手続
　きをお願いします。

在学期間がわかる学生証のコピー
（裏面に有効期限、学年、入学年月日の記載がある
場合は裏面のコピーを含む）
または在学証明書（原本）

● 土地の地目変更など

国民年金「学生納付特例制度」固定資産税についてのお知らせ





　浄化槽を設置する費用の一部を助成する制度です。なお、「環境の町」宣言に伴い、本年度も引き続き補助金額を増
額して交付します。

　生活用水給水施設（井戸、ボーリングなど）を新設する費用の一部を助成する制度です。また、既設ポンプの設置替え
についても、条件を満たす場合は助成を行います。
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申問 住民課　住民福祉係  ☎ 72-3116（内線142）

申問 子ども未来課　子育て支援係  
☎ 72-3127（内線227）

申問 子ども未来課　子育て支援係  
☎ 72-3127（内線227）

申問 子ども未来課　子育て支援係  
☎ 72-3127（内線227）

申問 建設課　上下水道係  ☎ 72-3159（内線192･198）

申問 住民課　住民福祉係  ☎ 72-3116（内線142）

申問 住民課　住民福祉係  ☎ 72-3116（内線147）

ブロック塀等撤去費補助金
病児・病後児保育

浄化槽設置補助金

生活用水給水施設補助金老朽危険家屋等除却促進事業
補助金

必ず工事着工前に補助金の申請をしてください。着工後の申請は対象になりません。

必ず工事着工前に補助金の申請をしてくだ
さい。着工後の申請は対象になりません。

共同墓地整備事業費補助金
　共同墓地の適正な維持管理を図るため、墓地内の通
路や法面などの整備または補修工事を実施する自治
組織(自治組合、町内会など)を単位とする地域に対し、
事業費の一部を補助します。

※施工業者との契約、施工管理などは申請者の方が責任をもって行っていただく必要があります。

申問 建設課　上下水道係  ☎ 72-3159（内線192･198）

問 建設課　上下水道係  ☎ 72-3159（内線192･198）

必ず工事着工前に補助金の申請をしてください。着工後の申請は対象になりません。

※施工業者との契約、施工管理などは申請者の方が責任をもって行っていただく必要があります。

4月１日（水）～令和９年1月29日（金）　※受付期間に間に合わない場合は、事前にご相談ください。
補助予定基数は40基となっていますので、浄化槽の設置を検討している方はお早めに申し込みをしてください。

農業集落排水事業実施地域（八ツ並・吉岡、土佐井）を除く町内全域対象地域

5人槽：600,000円 7人槽：840,000円 10人槽：1,200,000円

居住の目的で建てた専用住宅に浄化槽を設置する方

設置する浄化槽の人槽は建物の延べ床面積で決められています。
130㎡以下：5人槽　　130㎡超：7人槽　　ただし、二世帯住宅については10人槽となります。

対象者

補助金額

受付開始日時

簡易水道への接続がお済でない方は、町指定の「指定工事店」で接続をお願いします
　町では安全・安心な水を住民の皆様に広くお届けするため、「水道事業基本計画」に基づき拡張工事を実施し、給
水区域を計画的に広げています。なお、水道料金のお支払いは便利な口座振替をご利用ください。

農業集落排水事業

次のすべての条件を満たす方
・町税に滞納のない方
・居住の目的で取水施設などを設置する方
※他人の土地に取水施設を設置する場合は土地所有者の承諾が必要です。

・ボーリング工事
・取水管工事
・ポンプ設置工事

・貯水タンク設置工事
・電気導線工事

※補助対象工事に要する経費が10万円に満たない場合は、補助金の交付は行いません。

【新たに取水施設を設置する場合】

補助金額 : 3/10以内（上限額：30万円）

・既設ポンプの設置替え工事

【既に取水施設がある場合】

補助金額 : 1/2以内（上限額：15万円）

4月１日（水）から　※補助金の総額が、予算額に達した時点で受付終了となります。

対象者

簡易水道の給水区域以外の地域
（給水区域：矢方、尻高を除く旧新吉富地区全域、土佐井の一部、下唐原の一部、原井の一部）対象地域

対象工事など

受付開始日時

農業集落排水の使用料は、施設の維持管理に必要な経費を利用者の皆さんに
負担いただいておりますので、納期限内にお支払いください。

■使用料について

町の条例において生活保護法の規定による保護を受ける方など、一定の要件
に該当する方に対し、使用者の申請により減免となる場合がありますので、申
請を希望される方は、下記までご相談ください。

■使用料減免について

農業集落排水事業実施地域
の八ツ並・吉岡、土佐井地区に
おいて、まだ接続がお済みでな
い方は、できるだけお早めに町
指定の「指定工事店」で接続を
お願いします。

接続のお願い

①避難路などの道路に面する高さが1メートル以上
　のブロック塀など
②診断の結果、町が危険と判断したもの

■対象となる工事

※撤去後、ブロック塀を再築する場合は建築基準法、
　その他関係法令の遵守が必要です。

■助成金額

①周辺の住環境などを悪化させ放置されているもの
②木造若しくは軽量鉄骨造の建築物
③老朽度の判定の結果、基準を満たしたもの
④補助を受ける目的で故意に破損させたものでないこと

■対象となる工事

■助成金額

　老朽化して危険度の高い空き家などの除却費用の一
部を助成します。

　地震により倒壊の恐れがあるブロック塀などの撤
去費用の一部を助成します。

■対象となる墓地
世帯の異なる墓が2基以上連坦しているもので、地域
で管理運営を行っていると地区自治会長が認めるもの

■補助対象事業
①墓地内の通路や法面などの整備または補修事業
②その他墓地内の環境保全に関する事業

■補助金額
※補助金の総額が予算額に達した時点で受付終了
　となります。

撤去工事費の3分の2（上限額：16万円）

撤去工事費の2分の1（上限額：50万円）

事業費の2分の1（上限額：30万円）

必ず工事着工前に補助金の申請をしてくだ
さい。着工後の申請は対象になりません。

必ず工事着工前に補助金の申請をしてくだ
さい。着工後の申請は対象になりません。

　お子さんが、入院治療を要しない病気治療中や病気
の回復期で、集団生活が困難な期間に保護者の方が就
労などにより家庭での保育ができない場合、一時的に
専用施設で保育と看護を行います。

　保護者の方がパート就労・ケガや病気・出産・介護な
どにより、お子さんを家庭で保育することができない
ときに、一時的に保育所で保育を行います。

■場　　所 上毛町病児・病後児保育施設
（こうげクリニック内　TEL 72-2028）

※「上毛町病児・病後児保育利用料助成事業」により、日額
　2,000円を上限に、町が助成しています。こうげクリニック
　で「助成金の代理受領に関する同意書」を提出、または領収書
　を持参し、子ども未来課で手続きを行ってください。

■対象児童 町内に住所がある生後６ヶ月から小学校
６年生までの児童

■利 用 料 無料

■対 象 者

■補助金額（1ヵ月）

次の①、②のいずれにも該当する児童の保護者

　家庭における経済的負担を軽減し、子育て家庭の仕事
と育児の両立を支援します。

①企業主導型保育施設に地域枠で入所していること
②第２子以降３歳未満であること

● ３歳未満児　１日 2,000円　半日1,000円　
● ３歳以上児　１日 1,600円　半日   800円

● 第２子　　　保育料の１/２（上限額：17,500円 / 月 ）
● 第３子以降　保育料全額　（上限額：35,000円 / 月 ）

■手続きに必要なもの

■保育時間 火～金曜  8:30～17:30
※祝日、お盆、年末年始は利用できません。

■場　　所 大平保育所（TEL 84-8033）

本人確認書類

■手続きに必要なもの 本人確認書類、母子手帳

年齢基準日：令和８年４月１日

■対象児童 町内に住所がある１歳児（離乳食完了後）
から小学校就学前の保育認定を受けてい
ない児童

■利 用 料

■保育時間 月～金曜  8:30～16:30
※原則週３日を限度とし、祝日、年末年始
　は利用できません。

毎年度１回事前登録が必要です

一時保育
毎年度１回事前登録が必要です

企業主導型保育施設保育料補助
事前に申請が必要です



▶

▶
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狂犬病予防集団注射を実施します！

問 住民課　住民福祉係  ☎ 72-3116（内線147）

　現在、ペットショップなどで販売されている犬や猫には、マイクロチップの装着とその情報
を登録することが義務化され、犬や猫を購入して飼い主になる際には、登録された情報
の変更が必要となりました。
　なお、上毛町での犬の登録手続きについては、マイクロチップが鑑札とみなされるため、
令和7年4月1日よりマイクロチップの情報を登録された犬については住民課窓口での
登録手続きが不要となっています。

・注射会場での飼い犬のフンは、飼い主が必ず片づけてください。
・注射を受けそびれた方は、4月16日（木）の上毛町役場前で受けてください。
　また、お住まいの地区以外の注射会場でも注射を受けることができます。
・動物病院などで注射を受けた場合、注射証明書を住民課へご提出ください。注射済票を発行します。
 （注射済票代 550円）

大 平 地 区

４
月
14
日（
火
）

４
月
15
日（
水
）

４
月
16
日（
木
）

新 吉 富 地 区
月日 注 射 場 所

       

犬を飼いはじめたら、室内犬・室外犬を問わず、速や
かに犬の登録をし、注射を毎年１回受けてくださ
い。これに違反すると20万円以下の罰金が課され
る場合があります。
（狂犬病予防法第27条第１項及び第２項）

土佐井集会所      
下田井バス停前       

野間 古家﨑氏宅前       
下村バス停     
宮本バス停
たいへいの里（大平支所）
仙代バス停              
横川精米所              
小畑集会所             
西友枝 北山氏宅前             
猪尾バス停             

９：50～ ９：55

９：50～ ９：55

９：50～ ９：55
10：00～10：05
10：10～10：15
10：20～10：25
10：30～10：35
10：40～10：50
11：00～11：05
11：10～11：15
11：20～11：25
11：30～11：35
11：40～11：45

東上バス停       
東上集会所      

原井集落農事集会所
月の輪学園

有田橋横

百留農業研修施設       
唐原コミュニティセンター       
下唐原東区集会所       
下唐原公民館       
下唐原野地 小野氏宅前       
旧小池公民館前広場       
グループホームうぐいす前

10：00～10：05
10：10～10：15
10：25～10：30
10：35～10：40
10：45～10：50
10：55～11：05

11：20～11：25
11：10～11：15

11：30～11：35
11：40～11：45
11：50～11：55

尻高中公民館       
尻高下バス停       
矢方公民館       
緒方公民館       
西吉富コミュニティセンター       

成恒公民館       

大ノ瀬公民館       
八ツ並公民館       

安雲西公民館       

中村公民館       
吉岡交差点付近       
松本公民館       
西区公民館       
東区公民館       
宇野垂水公民館       
垂水中区公民館
上毛町役場       

10：00～10：05
10：10～10：15
10：20～10：25
10：30～10：35
10：40～10：45
10：50～10：55
11：00～11：05
11：10～11：15
11：20～11：25
11：30～11：35
13：00～13：05
13：10～13：15
13：20～13：25
13：30～13：35
13：40～13：45
13：50～14：10

時 　 間 注 射 場 所 時 　 間月日

持参
するもの

①注射費用 3,150円（注射代 2,600円、注射済票代 550円）

②注射実施通知 ※既に登録されている犬については、4月上旬にお知らせを送付します。

犬の登録申請手続きの負担が軽減されています！

ETC車でのご利用を
お願いします！

当日は犬の登録も受付しています。登録には別途登録代（3,000円）が必要です。
但し、マイクロチップの情報を登録した犬の上毛町での登録手続き及び登録代は不要です。

例えば

生活時間の
国際比較

　通園、通学、通勤を始める人が、朝起
きる時間が早くなったり、お弁当が必

要になったりすると、その人だけでなく、家族が
それに合わせて早く起床しなければならなくな
り、家族の生活が大きく変わります。

　特に朝は何かと忙しいものです。自分でできることを見
つけてやってみる。今までしていなかった家事を家族みん
なで協力してやってみる。そうすることで、家事の大変さ
を分かりあうきっかけになるかもしれませ
ん。
　また、職場では、効率的な働き方を促し、
早く帰宅して家族と過ごす時間を長くする
取り組みも必要なのではないでしょうか。

　OECD（経済協力開発機構）がまとめた「生活時
間の国際比較」データから、日本は、男性の有償労
働時間が極端に長く、女性に家事などの無償労働
時間が偏っており、男女ともに総労
働時間が長いことがわかります。

新生活のスタートにあたって
個性や能力を活かせるまちへ

一人ひとりの

共同参画

問 住民課　生活窓口係 ☎ 72-3116（内線144）

問 企画開発課　企画情報係 ☎ 72-3112（内線122）

そうした環境の変化は、その人自身に変化を及ぼ
すだけでなく、一緒に暮らす家族にも影響を与え
るものです。

新しい生活が始まることによって、これまで以上に、
家事の負担が偏ってしまうことはないでしょうか？

４月は、入園、入学、就職など、新しい生活
を始める方が多い季節です。

家族みんなが、朝から気持ちいい
一日をスタートさせ、お互いが笑
顔で過ごせるよう心がけていきま
しょう。

　株式会社求人ジャーナル様より、本町に企業版ふる
さと納税の寄附をいただきました。
　本町では、株式会社求人ジャーナル様のご意向に沿
い、この度の寄附金を企業に対する支援事業に活用さ
せていただきます。

株式会社求人ジャーナル様（群馬県高崎市）　この制度は、障がいのある方や高齢者、妊産婦など、車
の乗り降りや移動に配慮が必要な方が、公共施設、店舗
などの障がい者等専用駐車場に車をとめ、安全かつ安心
して施設を利用できるように支援するものです。

ふくおか・まごころ駐車場利用証
を交付しています！

企業版ふるさと納税の寄附を
いただきました

東九州自動車道豊前ICが
3月17日（火）0時から
ETC専用料金所に変わりました

■対 象 者
障がい者（身体・知的・精神）、高齢者（要介護者）、難病
患者、妊産婦など
※等級や程度によって対象にならない場合があります。

利用証を車内の見えやすい場
所に掲示して使用します。

■利用方法

目印ステッカーが掲示してあ
るスペースで利用できます。

■利用できる場所

申問 長寿福祉課　福祉医療係  
☎ 72-3188（内線168）

ETC



春は、少し暖かい日が続いたと思えば、また急に寒く
なるなど、気圧の変化や寒暖差が大きい季節です。

　春バテの症状緩和には、毎日の生
活習慣を整えることが大切です。
　バランスのとれた食事、良質な睡
眠や休養、適度な運動などの習慣を
身につけることが、心身の健康の
ベースになります。まずはできるこ
とからスタートしてみましょう。
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■活動内容

■年 会 費

・定例会　毎月1回　
（健康に関する学習、調理実習）
・地域での普及事業
　（町内小中学生を対象とした調理実習など）

300円●参加費

期間中、下記どのクラスに参加されても
体験料￥500/回でご参加いただけます！

※ペースメーカーを装着されている方は測定することが
　できません。

※ご予約は不要です。実施時間でお好きな時間にお越し
　ください。

Inbody測定器を期間限定で設置します！

どなたでも測定可能です。

ループアリーナイベントNEWS!

　同じ体重でも、筋肉量や脂肪量の違いで健康状態は異
なってきます。今のあなたがどんな状態なのかを知るこ
とは、最高のセルフケアであり、健康づくりや体力向上へ
の第一歩です。

体内の脂肪量・筋肉量、ミネラルやたんぱく質量などを簡単測定！

■日時

 ４月８日(水)～12日(日)

ループアリーナ
レッスン・サークル体験会実施

ギムニクボールストレッチ①火
骨格改善トレーニング水
グラヴィティヨガ木

エンジョイスポーツ【卓球】火
いきいき健康教室水
症状別トレーニング金

■会場

 上毛町立体育館（ループアリーナ）

■期間
4月1日(水)～30日(木)実施の全クラス

レッスン（一般クラス）

レッスン・サークル（シニアクラス）

上毛町立体育館「ループアリーナ」 
☎ 53-9418（9：00～22：00）　FAX 53-9417　（休/毎週月曜日（祝日にあたる時はその翌日））

申問

５月８日（金）10:00～12:00

４月30日（木）まで
※土、日、祝日を除く

申問

申問

　はさみ、チャコペン、表布用布地（30㎝×20㎝を４枚）、
裏布用布地（30㎝×20㎝を１枚）をご準備ください。

　福岡県介護保険広域連合は、第10期（令和９年度か
ら11年度）介護保険事業計画の策定に当たり事業計画
策定委員会を開催します。同委員会においては広く住
民の意見を計画に反映させるため、保健・医療・福祉等
の各分野の委員とともに参画できる住民代表（被保険
者）の委員を募集します。

■場　　所 豊前市外二町清掃センター
■募集人数 10名

1,000円 ■申込期間

※詳細は、下記までご連絡ください。
■募集期間 ４月30日（木）まで

■開 催 日

豊前市外二町清掃施設組合
参加費無料

第10期介護保険事業計画策定
委員会委員を募集します！

簡単　ティッシュカバー作り

福岡県介護保険広域連合　
事業課計画係　☎ 092-981-9076

申問

　「オレンジカフェ」とは、もの忘れが気になり始めた高
齢者の方々が気軽に参加できる場所です。地域包括支援
センターでは、毎月オレンジカフェを開催しています。
ゆっくりと珈琲やお茶を飲みながらおしゃべりしたり、
軽い体操やものづくりをしたりして楽しい時間を過ご
してみませんか？　ご家族もお気軽にご参加ください。

※無料の送迎バスが利用できます。事前に下記までご
　相談ください。

　　　　  令和８年
　４月22日（水）
　５月27日（水）
　６月10日（水）、24日（水）
　７月８日（水）、22日（水）
　８月19日（水）
　９月９日（水）、30日（水）
　10月28日（水）
　11月11日（水）、25日（水）
　12月23日（水）

　          令和９年
　１月13日（水）、27日（水）
　２月24日（水）
　３月10日（水）、24日（水）

■会　　場 げんきの杜
■時　　間 10:00～11:30

オレンジカフェ「いっちみろぉか！」
を開催します！

上毛町地域包括支援センター（げんきの杜内）
☎ 84-7322（内線437）

豊前市外二町清掃センター 
 ☎ 82-2192（8：30～17：00）申問

　上毛町食生活改善推進協議会は、「みんなでつなごう
健康の輪」をスローガンに、自分自身はもちろん、家族
や知人、友人の健康づくりのために、健康的な食生活の
ための正しい知識を普及する活動をしている団体で
す。一緒に、健康的な家庭料理を学んでみませんか？料
理初心者の方、料理に興味がある方など、どなたでも大
丈夫です。皆さんの参加をお待ちしています。

食生活改善推進協議会会員（ヘルスメイト）募集

子ども未来課　町民健康係 ☎ 72-3127（内線222）

詳
し
く
は
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を

ご
覧
く
だ
さ
い

季節の変わり目に注意！ 春バテの原因は

春バテの予防と対策

問 子ども未来課　町民健康係 ☎ 72-3127（内線231）

　また、春は異動・転勤・新生活の始まりなど生活が大きく
変化します。普段より緊張やストレスを感じることが多
く、気候の変化や生活環境の変化により心身の不調が現れ
やすくなります。疲れやすい、頭痛が続く、食欲が低下する
など、春に生じるこれらの症状を「春バテ」と呼びます。
　今回は、「春バテ」の原因や乗り切るための方法について
ご紹介します。

自然環境の変化

春バテを引き起こす要因には、「自然環境
の変化」と「生活環境の変化」があります。

・急激な気温や気圧の変化　　
・日照時間の変化による体内時計の乱れ
・花粉・PM2.5などアレルギー物質の増加

生活環境の変化
・新生活のスタート　　
・ストレスの蓄積　　
・運動不足や不規則な食事　

春の体調管理 春バテを
乗り切ろう！

保健師だより

１日３食栄養バランスの
よい食事をとりましょう
　心身の健康を保つために、1日3
食、規則正しく栄養バランスのよ
い食事をとりましょう。特に、毎日
朝食を食べることが大切です。
　脳は睡眠中もエネルギーを消費
しているため、朝食を食べないと
脳のエネルギーが不足してしま
い、イライラしたり、集中力や能率
の低下につながります。

適度な運動を
心がけましょう
　軽い運動を継続的に行うこと
で、心身のバランスを整えること
ができます。ウォーキングやスト
レッチなど、無理のない運動から
始めることをお勧めします。

リラックスできる時間を
つくりましょう
　1日のうちでリラックスできる
時間を持つように心がけましょ
う。ゆっくり腹式呼吸をする、お茶
を飲む、遠くの景色を眺める、ぬる
めのお風呂に入る、ストレッチを
する、好きな音楽を聴
くなど、気軽にできる
ことからやってみま
しょう。

快適な睡眠時間を確保しま
しょう
　快適な睡眠は、疲労回復やストレス解
消につながります。「快適な睡眠」とは、起
きたときに気持ちのよい睡眠、日中に眠
くならない睡眠のことです。快適な睡眠
に必要な時間は個人差がありますが、日
本人の標準的な睡眠時間は6～8時間と
考えられています。
　就寝前のお酒やカフェインの摂取、喫
煙、スマホの閲覧などは入眠を妨げたり、
睡眠の質を低下させることがあるため控
えましょう。

9：30～19：00
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● 総務大臣感謝状　小林正文さん（西友枝）

▲中川清美さん ▲大久保正鶴さん

　令和８年２月に100歳を迎えられた
中川清美さん（土佐井）及び大久保正鶴
さん（土佐井）を、坪根町長が慶祝訪問
し、お祝い状と記念品を贈呈させてい
ただきました。
　今後とも健やかに末永くお過ごしく
ださい。おめでとうございます。

　小林氏は、平成21年11月に選挙管理委員に選任され、選挙管理委
員長として16年という長きにわたり選挙の管理執行に尽力されま
した。その顕著な功績が認められ、総務大臣から感謝状が贈られま
した。
　３月19日（木）に坪根町長から感謝状が伝達され、多年にわたる
ご尽力に対して感謝の言葉が贈られました。

新100歳お祝い訪問

国民参政135周年・普通選挙100周年・
婦人参政80周年記念選挙功労者

　３月12日（木）に上毛中学校、３月18日（水）に４小学校
において、来賓の皆様の御出席のもと、卒業証書授与式が
厳粛のうちにかつ盛大に執り行われました。
　卒業生は、先生方や保護者・地域の方々へ感謝の想いを
伝え、新たな希望を胸に、思い出あふれる学び舎を巣立っ
ていきました。卒業生の皆さんの門出を心よりお祝い申
し上げます。

小中学校卒業証書授与式
旅立ちの日

THAILAND

チェンマイ

スコタイ

パタヤ

ホアヒン

バンコク

アユタヤ
カンチャナブリ

「バンコク友好の翼」
令和８年度

渡航期間：令和８年８月15日（土）～21日（金）

説明会開催
Wings of Friendship-Bangkok

　上毛町では、町内の青少年を海外に派遣し、異なる言語や
文化に触れる異文化体験を通じて国際人を育成することを
目的として、タイ王国で最も歴史と権威のある国立チュラ
ローンコーン大学の附属小学校との交流を実施します。
　興味のある方は、お子様とご一緒に、ぜひ説明会にご参加
ください。皆さんのご参加お待ちしています。

■日　　時　　4月20日(月) 18:30～
■会　　場　　げんきの杜 　多目的ホール（上毛町大字八ツ並143-1）

■対 象 者 上毛町に在住、または上毛町内の小学校に通学する小学６年生と保護者

タイ王国 バンコク都  チュラローンコーン大学

Last summer, I visited St Davids City in Wales, UK. It is the 
smallest “city” in the UK, though its population is only 1,751, 
less than a quarter of Koge. In contrast, the largest urban 
area in the UK that is not a city has about 470,000 people. 
That’s like if Oita City was Oita Town!
Historically, city status was based on whether a place had a 
cathedral or university, not population or area. St Davids 
became a city in the 12th century when its cathedral was 
consecrated. Nowadays, the decision about whether a town 
can become a city is more flexible, and of course, the mon-
arch also has a say. St Davids’ city status was lost in 1886 
but reinstated in 1994 at the request of Queen Elizabeth II.
St Davids City is named for St David, the patron saint of 
Wales. He was buried at the cathedral, which was a popular 
site for pilgrims in medieval times. According to the Pope at 
the time, two pilgrimages to St Davids were equal to one to 
Rome and three were equal to a pilgrimage to Jerusalem.  
Since I’ve made one 
pilgrimage to St Davids, 
does that mean I can 
say I’ve visited half of 
Rome and a third of 
Jerusalem?

　昨年の夏、私はイギリスのウェール
ズにあるセント·デイヴィッズ·シティ
を訪れました。ここはイギリスで最も
小さな「市」ですが、人口は1,751人
で、上毛町の4分の1にも満たない規
模です。一方で、イギリスの「市」では
ない最大の都市圏の人口は、およそ
47万人です。日本でいうと、「大分市」
規模の自治体が「大分町」と呼ばれる
ようなものですね。
　歴史的には、「市」の地位は人口や面
積ではなく、大聖堂や大学があるかど
うかで決められていました。セント・
デイヴィッズは、12世紀に大聖堂が
献堂されたことにより、「市」となりました。現在では、「町」が「市」にな
るかどうかの判断は、より柔軟になっており、もちろん君主の意向も
関係しています。セント・デイヴィッズは1886年に一度「市」の地位
を失いましたが、1994年にエリザベス2世女王の要請によって再び
認められました。
　セント·デイヴィッズ·シティの名前は、ウェールズの守護聖人である
聖デイヴィッドに由来しています。彼はこの地の大聖堂に埋葬され、中
世には巡礼者にとって人気の場所でした。当時の教皇によれば、セン
ト・デイヴィッズへの巡礼２回はローマへの巡礼１回分に相当、３回巡
礼すればエルサレムへの巡礼１回分に相当するとされていました。と
いうことは、私はセント·デイヴィッズへ1回巡礼したので、ローマの半
分とエルサレムの3分の1を訪れたと言ってもいいのでしょうか？

ALT（外国語指導助手）ケンデルイギリス最小の市Britain’s Smallest City

問 教務課　社会教育係  ☎ 72-3165

大聖堂▶

南吉富小学校

友枝小学校

唐原小学校

西吉富小学校

上毛中学校
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☎ 090-5725-9130（筒井）

問 ☎ 090-4359-7578（岸本）

問 ☎ 070-2797-3223（末延）

　こうげ子ども食堂は、子ども・大
人にかかわらず上毛町在住の方は
どなたでも参加できます。今回のメ
ニューは「お花見弁当」です！みん
なで楽しくにぎやかに、ご飯を食べ
ましょう！限定50食、なくなり次第
終了します。（予約不要）

ほっぺこっぺ４月４日土曜日開店！
こうげ子ども食堂　ほっぺこっぺ

宇島鉄道に関する授業を行いました！
宇島鉄道研究会

地
域
づ
く
り
「
投
稿
ひ
ろ
ば
」

■場　　所
４月４日（土） 10：00～12：00

※食品アレルギーには対応していません。

朝ごはんのお店（上毛町垂水315）

■日　時 5月2日（土） 13:30開場　14:00開演

一般 2,000円
学生（大学生まで）1,000円

シマザワ楽器（☎22-4030）
田井 真由美（上毛町）
岸本 治（上毛町）

「一般・学生チケット」、「ご招待」のご予約は
QRコードからお願いします。

■場　所

■チケット販売・予約

■販売場所

上毛町内の未就学児～中学生
ご招待（先着70名 要予約）

げんきの杜 多目的ホール

■主催 岸本哲弥ピアノリサイタル実行委員会
■後援 上毛町教育委員会、「大分県立芸術文化短期大学

同窓会活動応援」

※小学生以下は保護者同伴

■プログラム ベートーヴェン／ピアノソナタ第14番「月光」
ドビュッシー／ベルガマスク組曲
リスト／ため息、エステ荘の噴水、バラード第2番

■出演者 岸本哲弥
（大分県立芸術文化短期大学音楽科（和声アナリーゼ）助教）

■開 催 日

子ども100円、大人（中学生以上）200円■参 加 費
⬅
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エネルギー115kcal・たんぱく質3.1g・脂質6.0g・炭水化物14.5g
食物繊維13.9ｇ・塩分0.5ｇ
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地元への感謝の気持ちを込めて

味つけ冷凍ひとり分

13歳からの戦争学

暗黒の彼方

つくろうひと
呪いのスマホ

おすすめ本

寄せ植えは自由な発
想で作れるコンパクト
で楽しいガーデニン
グ。寄せ植え作りの準
備から作りかた、管理
のコツまでを写真で解
説します。まねしたい
寄せ植えのお手本も
紹介。

寄せ植えの
はじめかた

おばあにゃん

主婦の友社【編】 主婦の友社（入荷済）
 しゅ  ふ       ともしゃ  かとう　やす み

ななもり さちこ【作】  加藤 休ミ【絵】
こぐま社（入荷済）　

うちのねこは、おばあさん
ねこだから、おばあにゃ
ん。おばあにゃんは、「げ
おーん」てなく。ヒゲはち
りちり、しぼぼ～ん。だけ
ど、動物病院は怖くない
し、雷だってへっちゃらで
…。うちの大切なねこ、お
ばあにゃんのお話。

ポプラ社

新日本出版社

角川春樹事務所

Gakken

村山 早紀【著】

どう ばしゅんいち

むらやま    さ   き

あり  た     な   お

石澤 清美【著】

小川 和久【著】
お がわ  かずひさ

いしざわ  きよ み

堂場 瞬一【著】

有田 奈央【文】

アスコム

※すべて入荷済※感染症対策として、書籍の消毒を行っていますので安心してご利用ください。 ※学校・学年の表記は3月時点のものです。

ちょっとまって　
捨てる前に考えて　資源かも

SDGs　みんなで守ろう　
子供でも

南吉富小5年 松本　真結子
まつもと　　ま　ゆ　こ

上毛中1年

山口　結加
やまぐち　　ゆい か

南吉富小4年 濵田　涼花
はまだ         すず か

■開館日/火～土曜日 10：00～18：00、日曜・祝日 9：00～17：00
■休館日/毎週月曜日、年末年始、特別蔵書点検

げんきの杜図書館　TEL 72-1633   
https：//www.koge-lib.jp 環境ポスター入選作品

環境標語入選作品

健康
レシピ

① じゃがいもは皮をむいて5㎜幅の細切りにする。ピーマンはへたと種を
　 除いて縦にせん切りにする。
② フライパンにオリーブ油を入れ中火で熱し、にんにく、じゃがいも、ピーマ
　 ン、桜エビを順にいれて炒める。じゃがいもに火が通ったら塩、黒こしょう
　 で味付けする。

一言メモ

上毛町生活改善推進協議会

アンケートに
ご協力を
お願いします。

・・・・・・・・・2個（300ｇ）
・・・・・・・・・・・・・１個（30ｇ）

・・・・・・・・・大さじ２（乾４ｇ）

●じゃがいも
●ピーマン
●桜エビ

・・・・・・・・・・・・・・大さじ１
・・・・・・・・・・小さじ１

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・少々
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・少量

●オリーブ油
●おろしにんにく
●塩
●黒こしょう

桜エビとじゃがいもの
炒めもの
〈材料〉（２人分）

〈作り方〉

〈1人分の栄養価〉

　大さじ１杯の桜エビ（乾2g）にはカルシウムが40
㎎と豊富に含まれています。カルシウムは骨や歯の
材料になるほか、筋肉の収縮や神経伝達、血液凝固な
ど、生命維持に欠かせない役割を担います。カルシウ
ムが不足すると、血中濃度を一定に保つため、骨から
溶け出し、骨粗鬆症の原因になります。日本人はどの
世代でも不足している傾向にあり、日々の食事で意
識して摂取することが大切です。

消防団普通救命講習会を
実施しました

岸本哲弥ピアノリサイタルを開催します！

第7回全日本ブレイキン選手権出場
　３月15日（日）、吉富町フォーユー会館にて、上毛
町消防団と吉富町消防団合同で普通救命講習会を実
施しました。当日は京築広域圏消防本部東部分署か
ら講師を迎え、28名の団員が講習を受けました。
　心肺蘇生法（心臓マッサージ・人工呼吸・AED救命
処置）と気道異物除去を中心とした救急蘇生法につ
いての実技講習が行われ、参加した団員は手順を確
認しながら真剣な様子で受講していました。

　唐原小・築上東中(現:上毛中)出身の岸本哲弥です。幼少期
に生演奏を聴く機会に恵まれなかった私にとって、げんき
の杜で地元の方々にクラシックのピアノ演奏を聴いていた
だくのが一つの目標でした。
　特に今回は、上毛町の子どもたちに演奏会を経験してい
ただきたいという思いから、上毛町の未就学児~中学生をご
招待します。ぜひご来場ください。

　上毛町在住の大分県立中津北高校1年生の次郎丸仁選手
が、2月28日（土）、3月1日（日）にNHKホールにて開催され
た「第7回全日本ブレイキン選手権」に出場しました。大会出
場にあたり2月17日（火）に町長を表敬訪問しました。坪根
町長は「優勝目指して頑張ってください」と激励の言葉を贈
りました。
　結果は優勝した半井重幸（Shigekix）選手に敗れ、出場選
手40人中ベスト16となりましたが、次郎丸選手は、「2026
年度ユース準強化選手」に選出されました。

　2月6日（金）、唐原小学校
６年生に、宇島鉄道の基本
的な概要を説明し、「宇島鉄
道浪漫紀行」という寸劇や
会員が発掘した犬釘などの
貴重な資料の説明を通して
魅力を伝えました。また、会
員が制作した鉄道の模型を走らせる体験や、校区内に存在した
「下唐原」「中唐原」「上唐原」「百留」「原井」の5つの駅について駅名
標の映像を見るなど、地域の歴史に触れる良い機会となりまし
た。児童からは、昔と現在を結びつける感想などが聞かれました。
今後もこのような取り組みを通じて、子どもたちの学びを支えて
いきたいと思います。

ニュースポーツ教室開催！
　３月７日（土）に上毛町立体育館（ループアリーナ）
でニュースポーツ教室が開催されました。町のスポー
ツ推進委員が中心となり、ニュースポーツとして「バ
ウンスボール」というスポーツが紹介されました。実
施後に取ったアンケートで「負けてしまったが楽し
かった」、「年齢を問わず楽しめるスポーツと感じた」
といった声が上がっていました。
　町では今後も、日常的な運動習慣への意識づけを促
し、健康寿命の延伸を図ることを目的に、ニュース
ポーツの普及・促進に取り組んでいきます。
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問 湯の迫温泉大平楽  ☎ 84-7654

27 月

22 水

28 火

町のカレンダー / ４月

こころの相談（げんきの杜 13:30～16:00）
電話での相談可【TEL 64-6160】

補聴器相談
（げんきの杜 13:30～、大平支所 15:00～）

松尾山のお田植祭（県指定無形民俗文化財）
（松尾山三社神社 12:00～）

春の道路河川等環境整備

弁護士無料法律相談【要予約】 【TEL 72-2900】 
（げんきの杜 13:30～15:00）

マイナンバーカード休日窓口開設
（住民課 8:30～12:00）12 日

1 水

16 木

17 金

18 土

19 日

15 水

乳児健診（げんきの杜 受付 12：30～13：30）

オレンジカフェいっちみろぉか【要予約】 
【TEL 84-7322】（げんきの杜 10:00～11:30）

くらし・しごと・家計困りごと相談室【要予約】
【TEL 0930-26-7705】
 （げんきの杜　視聴覚室 10:30～12:30）

香典返し
故　苅野　家次様
　　上唐原北区老人クラブへ
　　　　　　苅野　千栄美様
　　上毛町社会福祉協議会へ
　　　　　　苅野　玲子様

故　皆尺寺　政人様
　　東上区会へ
　　　　　　皆尺寺　圭子様
故　守谷　健兒様
　　上毛町社会福祉協議会へ
　　　　　　守谷　フサコ様

故　穴井　辰夫様
　　上毛町社会福祉協議会へ
　　　　　　清水　雅之様
故　相良　由恵様
　　上毛町社会福祉協議会へ
　　　　　　相良　美紀雄様

故　原岡　辰次様
　　土佐井西常会へ
　　上毛町社会福祉協議会へ
　　　　　　原岡　あき子様

K O G E  E V E N T
イベント内容については変更となる場合があります。

4月のぶらり劇場

4月1日（水）～
   28日（火）

土日限定！4月19日まで
1,280円お花見セット販売♥

 《たつみ演劇BOX 》

昼の部12：30～  
夜の部18：00～

湯の迫温泉大平楽

全て予約が必要です。キャンセルの場合は必ず連絡をお願いします

ごみの量

※（  ）内は前月増減

人の動き

●世帯数
●男　性
●女　性
●合　計

3,240世帯
3,380人
3,692人
7,072人

（+22）
（-11）
（+17）
（+6）

（2月28日現在） （2月28日現在）

●可燃・可燃粗大ごみ・・・・

●資源ごみ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

●不燃ごみ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

100.83 t
12.37 t
6.14 t

（ -13.37 t）
（ -3.21 t）
（+1.91 t）

■九州歯科大口腔外科医（口腔がん専門医）
　診察予定日/４月５日・19日

（豊前市八屋1776-4）☎ 82-8820

（中津市大字下池永173）☎ 26-0020

☎ 22-6535

☎ 0930-24-8899（行橋市道場寺1411）

#7119救急医療電話相談

福岡国税局・税務署

☎ 092-471-0099または

豊築休日急患センター

中津市立小児救急センター

中津市民病院小児救急電話相談

新行橋病院

●救急車の利用や最寄りの医療機関についてアド
　バイスします。

夜間・休日

お子さんの急な病気などで心配な時はご連絡ください。

急患の場合は365日、24時間体制で診療

●内　科
●小児科
●歯　科

9：00～22：00（受付 21：30まで）
9：00～22：00（受付 21：30まで）
9：00～17：30（受付 17：00まで）

●外科系   9：00～12：00
14：00～17：00、18：00～

●平　日
●土曜日
●日曜・祝日

　19：00～22：00（受付 21：30まで）
　12：00～22：00（受付 21：30まで）
　　9：00～22：00（受付 21：30まで）

●毎　日

（乳幼児から中学生まで）

受診前に必ず電話をしてください

22：00～翌朝８：30

救急車？ 病院？迷ったら

令和8年度九州歯科大口腔外科（口腔ガン専門医）の診療予定日は以下の通り
令和７年4月～令和８年3月の診療予定日
月 日
4月 5 19
5月 10 24
6月 7 21
7月 5 19
8月 2 16
9月 6 21
10月 4 18
11月 1 15
12月 6 20
1月 10 17
2月 7 21
3月 7 21

※九州歯科大学の診療は、第1、第3日曜日の予定です。
ただし、5月は変更になってます。

救急診療（相談）

24時間受付・年中無休

★ぶらり会員
　感謝DAY

★休演日
28日（火）

8日（水）・22日（水）

 7日（火）・21日（火）

★千秋楽
6日（月）・20日（月）
★昼のみ

＊要予約（4組程度）
親子で一緒にヨガをすることに
より、心と身体のコミュニケー
ションを楽しみ、絆を深めること
ができます。
＊動きやすい服装でご参加ください。

■場所　子育て支援センター
　　　　プレイルーム
■講師　大石みゆき氏

申問 子育て支援センター（大平支所内） ☎ 72-3130

上毛町子育て支援センター

4月14日（火）10:00～11:00

＊エプロン、参加費100円、白ご飯、エプロンをご持参ください。
＊お子さんの飲み物など必要な物をひとつにまとめて持って来てください。

＊1ヵ月～1歳くらいのお子さん（予約定員を
　超えた場合、月齢が小さいお子さんを優先）
＊必要な物：バスタオル1枚、水分補給の飲み物　
　（母乳可）

離乳食開始（5ヶ月～6ヶ月）から完了期（12ヶ月～18ヶ月）まで
の月齢に応じて作ります。今月は「じゃがいも」を使って、スープ
から固形食まで幅広く色々な材料を組み合わせて作ります。

親子ヨガ

＊要予約（8組程度）
お母さんと赤ちゃんの愛着を深
めるタッチケアです。ご家庭で継
続できる整体法を伝えながら、便
秘、向き癖、反り返りなど、それぞ
れのお悩みに合わせたアプロー
チを伝えてくれます。

■場所　子育て支援センター
　　　　プレイルーム
■講師　福元なぎさ氏

4月28日（火）10:00～11:00

赤ちゃん整体

＊要予約（5組程度）
日頃の子育てについてママ達で
楽しくおしゃべりしながら情報
交換会をして
みませんか？

■場所　子育て支援センター
　　　　プレイルーム

4月23日（木）10:00～11:00

情報交換会

＊要予約（8組程度）
楽しく音楽とふれあいながら、身
体を動かします。赤ちゃんも保護
者の膝の上で一緒に楽しめます。

＊動きやすい服装でご参加ください。

■場所　子育て支援センター
　　　　プレイルーム
■講師　神田美香恵氏

4月16日（木）10:00～11:00

リトミック

＊要予約（5組程度）
絵本の読み聞かせ、
ふれあい遊び、など
を予定しています。

■場所　子育て支援センター
　　　　プレイルーム
■講師　子育て支援センター支援員

4月2日（木）10:00～10:30

お話し会

＊要予約（8組程度）
スキンシップをすることでお母さんと
赤ちゃんの愛情を深めます。

■場所　子育て支援センター
　　　　プレイルーム
■講師　高野亜矢子氏

4月9日（木）10:00～11:00

ベビーマッサージ

＊要予約（4組程度）
●メニュー/オープンオムレツ、お粥、お味噌汁

■場所　大平支所　調理室
■講師　金丸多恵子氏

4月7日（火）10：00～12：00

離乳・完了期クッキング

問 博多税務署　酒類指導官　☎ 092-641-8131

問 PIZZERIA FIERO　☎ 080-3982-7077

問 道の駅しんよしとみ遺跡前　☎ 84-7077

ピッツァ1枚以上のご注文で、
お得なお花見セットをプラス料
金で追加できます！

フリーマーケットや飲食、雑貨販売、占いブースなど盛りだく
さん！皆さんのご来場をお待ちしています！

PIZZERIA FIERO

道の駅しんよしみマルシェ開催♬

※お花見セットのみの購入はできません。
※購入可能数はピッツァの枚数に応じます。
※お花見セットはお持ち帰り限定です。

託児あり！

4月19日（日）10:00～15:00

心配ごと相談（げんきの杜 9:30～12:00）
＊受付は11：30まで

障がい者生活相談【要予約】 【TEL 72-3188】
（上毛町役場 13:30～15:30）

道の駅しんよしとみ遺跡前

4月は20歳未満
飲酒防止強調月間です
お酒は二十歳に
なってから
2022年４月から民法の成人年齢
は18歳に引き下げられました
が、お酒に関する年齢制限は20
歳のまま維持されています。


